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(１)	 就業年齢の原則７０歳までの作業	 

	 	 	 	 ア	 技術	 (自動車運転・人員輸送等)、	 

（２）	 就業年齢の原則７５歳までの作業	 

	 	 	 	 	 ア	 外交折衝	 (配達等)	 

	 （就業開始の手続）	 

第６条	 センターは、長期契約業務に就業開始する予定会員に対し、事前にこの

基準を説明し、会員の合意の上就業開始を決定する。この場合、当会員は「同

意書」を提出しなければならない	 

（就業期間終了の手続き）	 

第７条	 就業期間が終了する会員には、「就業期間終了通知」を事前に通知する。	 

	 （年度途中の就業期限）	 

第８条	 就業終了する日が年度途中である場合は、就業終了する日に属する年	 	 	 	 	 	 	 	 

度末をもって当該就業は終了する。	 

（就業期限の交替取扱い）	 

第９条	 就業期限による交替は、事務所の掲示版等で周知をし、就業希望の申し

込みを募る。ただし、職種グループがある場合は、グループ内で調整すること

が出来る。	 

２	 前項により就業が終了した会員は、他の就業先に替わることができる。	 

３	 第１項により応募した会員の「就業希望」については、委員会において就業

の可否を判断し、理事長に報告する。	 

（その他）	 

第１０条	 この基準の施行について必要事項は、理事会に諮り理事長が別に定め

る。	 

	 

附	 則	 

この規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律第１０６条第１項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。	 
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第６条関係	 

	 

同	 	 意	 	 書	 

(長期契約業務)	 

	 

	 私は、長期契約業務に就業するため、適正就業に関する基準を遵守し就

業することに同意いたします。	 

	 

記	 

	 

１．業	 務	 名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

２．就業開始日	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成	 	 年	 	 月	 	 日	 

３．基準第４条に基づく期日	 	 	 	 平成	 	 年	 	 月	 	 日	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 平成	 	 年	 	 月	 	 日	 

	 

公益社団法人本宮市シルバー人材センター	 

理	 事	 長	 	 	 	 	 	 	 	 	 様	 	 	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 会員番号	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

氏 	 	 名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

㊞	 
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第７条関係	 

	 

就	 業	 期	 間	 終	 了	 通	 知	 

	 

	 

年 	 	 月	 	 

日	 

	 

	 

会員番号	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

氏	 	 名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 

公益社団法人本宮市シルバー人材センター	 

理事長	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ㊞	 

	 

	 

	 就業の期限等に関する基準第 7 条に基づき、次のとおり就業期間が終

了するため通知します。	 

	 	 

	 

	 

	 	 就業先名	 

	 

	 

	 

	 

	 	 終業期間終了日	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 年	 	 	 	 月	 	 	 	 日	 

	 

備	 	 	 考	 
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第９条関係	 

就	 業	 希	 望	 申	 込	 書	 

	 

年 	 	 月	 	 

日	 

	 

公益社団法人本宮市シルバー人材センター	 

	 	 理事長	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 様	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 会員番号	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

氏 	 	 名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

㊞	 

	 

年	 	 月	 	 日付、募集の就業について、希望いたします。	 

	 

希	 	 望	 	 職	 	 種	 名	 

	 

	 

	 

	 

受付月日	 

	 

	 

年 	 	 月	 	 

日	 

	 

委員会判定	 

	 

	 

可	 ・	 否	 

	 

	 	 	 

承認月日	 

	 

	 

年	 	 月	 	 日	 

備	 	 考	 
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